
 

 

平成２４年度鳥取県環境影響評価審査会（第２回）次第 

 

 

日時：平成２４年９月１２日（水） 午後２時から４時頃 

場所：鳥取県議会棟３階 特別会議室（鳥取市東町1-220） 

 

     

１ 開会 

 

２ 議題 

（１）東部広域行政管理組合可燃物処理施設整備事業（仮称）の環境影響評価準備書について 

（２）鳥取県環境影響評価条例の改正について 

 

３ その他 

  

 

４ 閉会 

 

 

〔資料〕 

資料１ 審査会（第1回）委員意見の概要 

資料２－１ 住民意見見解に対する審査会委員からの意見 

資料２－２ 住民意見見解に対する確認事項（事務局作成） 

資料３ 事務局からの準備書記載事項に関する確認事項 

資料４ 今後のスケジュールについて 

資料５ 鳥取県環境影響評価条例の改正について 

 

〔参考〕 

参考１ 県常任委員会での意見 

参考２ 準備書に対する意見書の概要及び事業者の見解 

参考３ 関係地域からの準備書に対する意見 

 

 

（配布済み） 

※東部広域行政管理組合可燃物処理施設整備事業にかかる環境影響評価準備書及び概要版、並びに資料 

 

（本件に関するお問い合わせ） 
環境立県推進課 環境イニシアティブ担当 後藤田、吉田 
電 話 ：０８５７－２６－７８７６ 
ﾌｧｸｼﾐﾘ：０８５７－２６－８１９４ 
E-mail: kankyourikken＠pref.tottori.jp 
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鳥取県環境影響評価審査会公開規程   

 
平成１２年９月１２日 
鳥取県環境影響評価審査会 

 （趣旨） 
第１条 この規程は、鳥取県環境影響評価条例第４８条の規定に基づき、鳥取県環境影響評価審査

会（以下、「審査会」という）の公開に関し、必要な事項を定めるものとする。 
 
（会議の公開） 
第２条 審査会は、原則公開とする。ただし、次に掲げる場合で公開により調査審議に支障が生じ

ると審査会が認めるときは、非公開とする。その際、会議の冒頭に会長が委員に諮って、公開又

は非公開の決定をするものとする。 
 ① 希少な動植物に係るもの、企業秘密にかかるものなど鳥取県情報公開条例（平成１２年鳥取

県条例第２号）第９条第２項各号に掲げる情報が含まれる事項について、調査審議を行う場

合。 
 ② 会議を公開することにより、当該会議の公正又は円滑な運営に著しい支障が生じると認めら

れる場合。 
 
（公開の方法） 
第３条 審査会は、前条の非公開の決定をした場合を除き、傍聴希望者に会議の傍聴を認めること

とする。 
２ 傍聴の定員は５人以上とし、会場の収容人員に応じて適宜増員するものとする。 
 
（傍聴の手続） 
第４条 傍聴は、先着順に定員に達するまで認めることとする。ただし、定員を超えて傍聴希望者

がある場合で、傍聴希望者が資料又は傍聴席がないことを了解した場合、可能な範囲で、できる

だけ傍聴を認めることとする。 
２ 傍聴希望者が非常に多数であり、先着順による対応が困難であることが予想される場合、前項

によらず抽選により傍聴者を決めることができる。 
３ 傍聴の受付は、原則として、会議開催当日に会場で会議開催の１０分前から行うこととする。 
 
（傍聴要領） 
第５条 傍聴要領は、別紙１のとおりとする。 
 
（会議開催案内） 
第６条 会議の開催を周知するための会議開催案内は、別紙２のとおりとする。 
 
（雑則） 
第７条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、会長が定める。 
 
  附則 
 この規程は、平成１２年９月１２日から適用する。 



別紙１ 
傍 聴 要 領 

 
 
 鳥取県環境影響評価審査会 
 
 
１ 傍聴する場合の手続 
 
（１）会議の傍聴を希望される方は、会議の開会予定時刻までに、受付を行ってください。 
（２）傍聴の受付は、先着順で行い、定員になり次第、受付を終了します。 
（３）会議を傍聴される方は、事務局の指示に従って会議の会場に入室してください。 
 
 
２ 会議の秩序の維持 
 
（１）傍聴者は、会議を傍聴するにあたっては、事務局の指示に従ってください。 
（２）傍聴者が会議を傍聴する場合に守っていただく事項に違反したときは、注意し、なおこれに

従わないときは、退場していただく場合があります。 
 
 
３ 会議を傍聴する場合に守っていただく事項 
 
 傍聴者は、会議を傍聴する際は、次の事項を守ってください。 
（１）会議開催中は、静粛に傍聴し、発言しないことはもとより、拍手その他の方法により、可否

を表明したりしないでください。 
（２）騒ぎ立てる等、議事を妨害しないでください。 
（３）会場において、飲食又は喫煙をしないでください。 
（４）会場において、写真撮影、録画、録音等をしないでください。ただし、審査会の会長の許可

を得た場合はこの限りではありません。 
（５）その他会場の秩序を乱し、会議の支障となる行為をしないでください。 
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鳥取県環境影響評価審査会（第 1 回）における質疑概要について 

 
5 月 18 日に開催した環境影響評価審査会における質疑応答の概要は次のとおりです。 

 
【大気質】 

意見事項 事業者の回答 
接地逆転層が意外とあるが、無風状態での振
る舞いはどうか。一般的にはない状態と思う
が。 

長期予測では無風状態は予測しているが、短期予測
は想定していない。なぜなら地上が無風でもある程
度の高さでは、何らかの風が吹いていること、また
煙突からの排出時には、吸引・吹き出しをかけるの
で、無風状態はまずないと考える。 

接地逆転層の崩壊時のシミュレーション結果
が他より詳しく出ていないが、ぜひ、一番都
合の悪いところの結果をきちんと公開してあ
げた方がいいのかなと思う。 

説明の仕方が逆転層のところが少し足らないのでは
ないかということについては、補完ができるものな
らば、もう少し補完をしていく。 
 

大気の拡散は多分流体シミュレーションか何
かをされていると思うが、大体どれぐらいの
精度で予測ができるものか。 

今の予測調査は、低い方ではなく、最大値のところ
で予測値を出している。どこまで精度かは言い切れ
ない部分があるが、そのために事後調査をして、そ
の検証をし、何か不具合が出る場合は、何らかの改
善をしていく形になると思う。 

風が吹いてその拡散の具合などの傾向は多分
出せると思うが、エンジン等のシミュレーシ
ョンでは１けたぐらいオーダーが違うことが
普通におこる。 
提案なのだが、煙突から出てくる気流の速度
とか温度とか、計算パラメータについて、公
開されてはどうかと思う。 

 資料編等を今持ってきていないが、資料編にも相
当データが入っていると思う。もしそこの資料編の
中に漏れがあるようであれば、全て基本的にはオー
プンなので、オープン化をしていきたいと思う。 
 

 
【水質】 

意見事項 事業者の回答 
余剰水・生活排水は、除外施設で必要な処理
を行った上で、集落排水に放流して、そこで
再処理されることになるのか。 
また、ここでの処理とはどういったものを除
去するのか。 

集落排水の放流には、それなりの処理基準があり、
場内で中間処理をして集落排水施設につなぎ、そこ
で再度処理をして放流をすることになる。 
場内で特に変わったものが出ているわけではないの
で、ＢＯＤ・ＳＳ等の一般的項目。 

今のため池の管理はどうなっているのか。見
た感じでは上部はほぼ畑で、水は要らないと
思ったが。 

地元の地権者が管理している。今日の地点からは見
えなかったが、実際に水田を作っている。 

そうすると今度、調整池ということになった
ら、農業のためではないから別の管理になる
と思うが、水の出し方、とめ方等でどれぐら
い違いがあると考えるか。 

まだ下手に何枚か田んぼをつくっておられるので、
その辺も考慮した構造・容量の調整池に決めている。 
 

 
【土壌】 

意見事項 事業者の回答 
南東の風が卓越しているが、そちら側にサン
プル地点はないが、構わないか。今後モニタ
リングするなら、設けておいたほうが良いと
思うが。 

当初は、風向が不明で最大可能な円の範囲を設定し
ていたが、風向もわかったので、言われるとおり、
今後の稼働後のことも考えサンプリングしたい。 

ばいじんによる周辺土壌への影響調査がダ
イオキシン類を対象としているが、ばいじん
による土壌影響調査はしないと考えてよい
か。 

ばいじんは、ダイオキシン類に付着して排出される
ので、ダイオキシン類の調査でばいじんの状況はわ
かると考える。なお浮遊粒子状物質は、10μm 以下
の物質。 

資料１ 



 2

また、用語が判らなくて申し訳ないが、ばい
じんと浮遊粒子状物質は違うと考えてよい
か 
 
【動植物等】 

意見事項 事業者の回答 
植物の移植の勝算は？（特にラン類） 全国の事例を参考に勝算を高めていきたい。 
カスミサンショウウオをビオトープに移植す
るようだが、湧水を入れる仕組みはどうか。 
また、山の切り盛り工事による湧水への影響は
どうか 

ビオトープは上流部のため池付近に作る予定で、
入ってくる流水を調整していきたい。 
山の切り盛り工事は下流域であり、湧水の心配は
少ないと考える。上部にビオトープ等を作るため、
下流域への損傷を減らすため側溝等を作っていく
予定。 

動植物の保護について、移動能力の高い動物に
ついての対策というのが余りないように見受
けられる。例えばフクロウの生育状況はモニタ
リングすることで事業の影響は小さいものと
なると書いてあるが、何を指しているのかわか
らない。また、移動通路をつくって、それでつ
ないで生息しやすくする、とあるが、果たして
そこを通って移動して無事に事が済むのかな
という感じで、移動能力の高い動物に関しての
対策は打つ手がないというか、そういう状況な
のか。 

今の段階ではただ飛んでいるところを見たという
状況で、なかなか対策を現段階では打ちにくい。
なのでモニタリングというのは、営巣が行われて
いないかどうか、その辺をモニタリングしていく
ということで、飛んでいたものがどうのこうのと
いうのはなかなか難しい。 
それからもう１点、猛禽類については、ハチクマ
という種類が多く確認されたが、渡り鳥で、定住
しているものではなく、去年の調査で発見された
場所と一昨年の調査で発見された場所はそれぞれ
違う。ですからなかなか特定することは難しい。 
 

ビオトープについては、アピールする形のビオ
トープが散見される。保全のためのビオトープ
を造るのであれば必要と思うが、アピールのた
めのビオトープであれば力を入れる必要はな
い気がするが。 

ある程度の維持をしないといけないという目的で
造る予定なので、当然住民の方に対するアピール
というのはまた別な方法があると考えている。 

 
【健康への影響】 

意見事項 事業者の回答 
工事との因果関係を証明することは全くでき
ないが、アレルギー症状が現れる人が出てく
ると思われるので、健康状況も見ていく準備
があってもいいのかなと思うが。 
また、稼働後の排出状況は毎日観測して、住
民とのコミュニケーションをしっかりやって
いってほしいと思う。 

今の施設は、ダイオキシン類を除き、硫黄酸化物、
窒素酸化物等を毎時計測し、施設の入口や、住民の
要望に応じ住民の方が住んでおられる公園で、状況
を表示するように全てなっている。 
 

 
【事後調査】 

意見事項 事業者の回答 
事後調査は事業が始まるまでしかしないものか。
施設稼働後に改善していく努力が必要と考える
が。 

稼働後も可能な限り改善は行っていく 

 



住民意見に対する事業者見解に関する審査会委員からの意見 

 
準備書の住民意見に対する事業者見解に関する、審査会委員の方からの意見は次のとおりでした。 
 
 
【環境保全の見地からの意見について】 
（A 委員） 
（９）事後調査 

事後調査の期間は、1年間でなく、継続的に調査すべきだというコメントに対して 
1 年間で十分であること（継続的に行わなくてよいこと）を簡潔に示した方が良いかと思います。 
それとも、見解の「また、・・・法に準拠して実施します」が 1年である理由なのでしょうか。 
だとしたら、そのように伝わりにくいと思います。 

 
 
【環境保全の見地以外からの意見について】 
（B 委員） 
（１２）合意形成について 

「各集落個別の対応とする」について、各集落からの、実施についての了承はどうだったか。 

（１３）情報公開 

 当然のこととして、情報は、速やかに、包み隠さずが原則。面倒だから隠すというのは、結
局余計に面倒を引き起こす元。事業者と住民は対立するものではなく、必要なことを協力して
進めていかなければならない。 

（１４）工業団地との関連性 

 環境影響評価の対象でないことは承知だが、影響については関連性があるのが当然と思う。
住民の意見に、対象外と突っぱねても同意は得られない。協力して行えば、費用の面でも手間
の面でも削減に繋がるのではとも思うが、もっと柔軟性を持った対応はできないのか。 

（１５）訴訟関連 

完全に、この地区に建設することを前提に進んでいる感触です。そうならば大問題。ほかの候
補地を含めて検討中ということでしょうが、ではその候補地での環境影響調査は？この地区だ
けで行われているなら、住民としては、調査結果にウンといえば、それは建設 OK と言ってい
ることに等しくなってしまう。 

（１６）健康影響について 

 影響については、過小評価してはいけない。一律な基準でよしとできるほどヒトは一様では
ない。（同じ環境に暮らす兄弟でもアレルギーを起こす子、そうでない子がいる） 
出来うる限りの対策をとることが第一であるが、それよりもっと前の、「ごみを極力出さない
社会」「有害物質を出すごみの減量」を、このごみ焼却場を利用する住民全体の責任として、
きちんと徹底することが必要。自分の出したゴミを、誰がどう処理して、その結果だれにどん
な影響を及ぼすのか、立地する地区の住民だけが知ればいい問題ではない。 
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準備書住民意見に対する事業者見解及び方法書知事意見の見解についての確認事項

（住民意見および県議会等からの意見）

住民意見及び県議会等の意見を勘案し、事務局として現時点で、審査会の場で確認する必要の
ある意見についてまとめました。

■総括事項に関する確認事項

①処理方式

処理方式決定に係る今後の予定及び決定後の環境影響評価上の対応を明らかにしてもらいた
い。

②合意形成等

方法書知事意見において、「環境影響評価の実施に当たっては住民からの要望等に十分に配慮
する」ように記載していたが、その対応状況について明らかにして頂きたい。

③工業団地との関連性

隣接する工業団地の整備事業について地域の将来環境の状態としてどのように勘案されたの
か。
また方法書知事意見に対する事業者見解では、計画の内容が明らかになった時点で検討する
とあるが、今後の予定はいかがか。

■個別事項に関する確認事項
【大気質】

④大気の予測について

P1 第 2，3 項目
煙突排ガスの拡散計算式の選択において、地形の地域特性の観点を考慮したと思うが、明ら
かにしてもらいたい。

【水質】

⑤地下水について

Ｐ３
地下水の調査地点について、代表的な地下水脈の２箇所であるということだが、その根拠に
ついて、明かにして頂きたい。

【全体事項】

⑥調査対象範囲について

環境保全に関して特に配慮を要する学校等や直近民家における環境影響を懸念する声がある
が、大気・騒音・土壌等の環境影響をどのように評価しているのか。
また、これらの事後調査を実施するかどうか考えについてお聞きしたい。
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「東部広域行政管理組合可燃物処理施設整備事業 環境影響評価準備書」に関する確認事項

（環境影響評価審査会事務局）

庁内各課から頂いた意見等を集約し、現時点で審査会にて確認することが必要と考えた意見等は次の

１８題です。

【統括的事項】

①住民意見に対する事業者見解について

準備書住民意見に対する事業者見解について、環境保全の見地及びそれ以外の意見として区別して

あるがこの根拠は。

②寄与率について

方法書知事意見において、「環境影響評価の実施にあたっては、単に環境保全目標と比較するのではなく、

現況の環境を極力悪化させないという観点から評価するとともに～」とあるが、寄与率等の考え方による検討

は。

③予測範囲について

取付道路による環境影響については、工事計画に含まれているか、また道路の拡幅の予定は。

【大気質】

④項目について（準備書 7-62）

煙突排ガスの排出による塩化水素の長期平均濃度及びダイオキシン類の短期平均濃度が予測項目と
して選択されない理由。

⑤複合影響について（準備書 7-64 等）

施設供用時の煙突排ガスの排出による環境影響と廃棄物運搬車両等の走行に伴う環境影響との複合

的な影響の検討状況。

⑥予測式について（準備書 7－67）

大気質の長期予測にかかる排ガス予測式において、パフ・プルーム式を用いて地上の気象データを使
用しているが、高層気象データとの風向の違いについて。

【騒音・振動】

⑦深夜騒音について（準備書７－１２１）

騒音の予測結果が公害防止条例で定める深夜騒音基準を超過しているが、保全措置等の対応は。

【水質】

⑧降水の影響について（準備書７－１８７）

敷地内への降水は調整池で貯留後、農業用水として公共用水域へ流下させるとのことか。その場合、

想定以上の降水があり調整池からあふれた場合の対策は。また、これらの水質による環境影響はどう検

討されたか。

⑨除外施設について（準備書７－１８７）

プラント系排水等は再利用し、その余剰水及び生活排水は除外施設により必要な処理を行った上で集

落排水を処理施設へ放流する計画とされているが、その具体の想定排水量や除外施設の方法は。
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【土壌】

⑩土地の利用履歴について（準備書７－１９４）

事業敷地内における有害物質等の漏洩・地下浸透による土壌・地下水汚染の懸念を踏まえ、事後調査

やモニタリングを行う考えは。

⑪地質について（準備書７－１９２）

必要に応じて地盤改良を行うとなっているが、どういった種類の改良を実施するのか、その内容は。

【生物関係】

⑫植物について（準備書７－２２６等）

環境保全措置により移植を行った種のその後のモニタリング結果を、どのようにその種の保全に繋げて

いくのか具体的な手法の記載が必要では。

⑬生態系について（準備書７－４０４，４１２）

・フクロウの生息環境については、図 7-4-4.9 に黄色破線で示される縄張りで「谷底平野-水田等」の生

態系が消失するなど環境が大きく変化するものと考えられ、それに対する環境保全措置と評価につ

いて検討が必要と思われるがいかが。

・谷底平野-水田等の生態系に関わりを持つ生物全般についての代償措置の検討の必要性はどうか。

【廃棄物・温室効果ガス】

⑭再利用・再資源化について（準備書７－４４６）

建設工事に伴い発生する産業廃棄物の再利用、再資源化について、具体的な手法はどうか。

⑮発生残土等について（準備書７－４４７）

土地の造成工事に伴い発生する残土や伐採木等の廃棄物について記述及び環境影響が不明。

⑯温室効果ガス等について（準備書７－４５２）

施設稼働中に使用する燃料は灯油だけでよいか。廃熱利用の計画はどうか。

【事後調査】

⑰モニタリング項目について（準備書１０－２、３ ）

供用時におけるモニタリング項目として大気質のみを選定した理由。

⑱モニタリング内容について（準備書１０－２、３）

事後調査、個別法に基づく定期調査に加えて環境保全協定等に基づく自主調査が想定されるが、そ

れらの予定及び内容は。



今後のスケジュールについて

9 月 12 日（水） 第 2 回環境影響評価審査会

（審査会での意見を集約）

10 月初旬 第 3 回環境影響評価審査会（県知事意見（素案）の提示）

（審査会での意見を集約）

10 月中旬 第 4 回環境影響評価審査会（県知事意見(案)の提示・確認）

10 月 31 日までに、事業者に県知事意見を提示
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「鳥取県環境影響評価条例の改正案」について 
ご意見をお寄せ下さい。 

 
 
 
 
 

ご意見募集 

 

 

 

１ 法改正等に伴う条例の改正 

（１）計画段階配慮書の手続の新設 
・ 事業の位置・規模等を選定する段階（計画立案段階）で、環境保全のために配慮すべき事項の

検討を行い、その結果を計画段階配慮書として作成・公表することを義務化 

（２）事後調査報告書公表の義務化 
・ 事後調査報告書（事業着手後の環境影響を把握する調査の結果や評価を記載した報告書）の公

表を義務化 

（３）風力発電所を対象事業に追加 
・ 騒音・低周波音や希少な鳥類の衝突事故等の環境影響が指摘されていることから、風力発電所

の事業を対象事業に追加 

・ 対象規模：一般地域 １万ｋＷ以上 ／ 特別地域 7,500ｋＷ以上 

２ 本県独自の検討による条例の改正 

■ 特別地域の見直し  （ ＊特別地域：環境の保全に関して、特に配慮を要する地域 ） 

①【追加】「東郷池水質管理計画」の対象地域 

②【範囲明確化】「湖山池水質管理計画」の対象地域（現行：「湖山池及びその流域」） 

３ 施行日等 

（１）平成２５年４月１日施行（予定） 

（２）改正後の条例の施行に伴う経過措置を設ける 

鳥取県環境影響評価条例は、施行後10年が経過して社会を取巻く状況が変化しており、一体的に運用される

環境影響評価法の改正に加え、状況の変化に応じた必要な措置を講じる必要があるため見直しを検討していま

すので、改正案について県民の皆様からのご意見を募集いたします。 

【環境影響評価制度：開発事業の実施に当たり、環境影響をあらかじめ事業者自らが調査･予測･評価し、その

結果を公表して意見を聴き、環境保全の観点からよりよい事業計画を作り上げる制度】 

【鳥取県環境影響評価条例の改正案の入手方法】 
・鳥取県のホームページ（アドレスは下記）からダウンロードできるほか、県庁県民課、各総合事務所県民局、
県立図書館及び市町村役場でも入手できます。 

【応募方法】 
・様式は自由です。(裏面をご利用ください) 
・郵送、ファクシミリ、電子メールでお寄せいただくか、県庁県民課、各総合事務所県民局及び県立図書館に
設置している意見箱へ投函してください。市町村役場窓口でも応募できます。 

   ※上記以外の方法(電話等)によるご意見は受け付けかねますので、あらかじめご了承ください。 
【結果の公表】 
  いただいたご意見については、取りまとめの上、それに対する考え方と併せてホームページ等で公表します。 
【応募・問合せ先】 

鳥取県生活環境部環境立県推進課 
郵    送：〒６８０－８５７０（郵便番号のみで届きます） 

    電    話：０８５７－２６－７８７６ 
ファクシミリ：０８５７－２６－８１９４ 

    電子メール：kankyourikken@pref.tottori.jp 
    ホームページ：http://www.pref.tottori.lg.jp/204056.htm 

応募期限 平成２４年９月２７日（木）まで 

環境影響評価条例の改正案の概要 
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「鳥取県環境影響評価条例の改正案」 

に対する意見応募用紙 
 

（応募先）〒６８０－８５７０（住所記載不要） 
     鳥取県生活環境部環境立県推進課 

ファクシミリ ０８５７－２６－８１９４ 
 

 

※ ご協力ありがとうございました。差し支えのない範囲で、下記にもご記入ください。 

お住まい 

の市町村 

 

 

年 代 
□１０歳代以下 □２０歳代   □３０歳代   □４０歳代 

□５０歳代   □６０歳代   □７０歳代以上 

性 別  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ご意見欄 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



鳥取県環境影響評価条例等の改正案の骨子

平成２４年９月 ７ 日
環 境 立 県 推 進 課

環境影響評価法については、その施行を通じて明らかになった課題等に対応するため
に改正（平成23年４月公布、平成25年4月完全施行）され、併せて、法対象事業とし
て、風力発電所が追加されました（平成24年10月施行）。
法と一体的に運用している、鳥取県環境影響評価条例及び同条例施行規則について

も、施行後10年が経過して社会を取巻く状況が変化しており、法改正に加え、状況の変
化に応じた必要な措置を講じる必要があることから改正を行います。

１ 法（政令）改正に伴う条例等の改正
（１）計画段階配慮書の手続の新設

法 ○ 事業の早期段階における環境配慮を図るため、事業の位置・規模等を選定
改正 する段階（計画立案段階）において、環境の保全のために配慮すべき事項の

検討を行い、その結果を計画段階配慮書として作成・公表することを義務化

条例 【現 行】計画段階配慮書の規定なし
改正

【改正案】条例においても、計画段階配慮書の作成・公表を義務化（条例の
全ての対象事業を対象）

（２）事後調査報告書公表の義務化

法 ○ 事業着手後の環境保全措置の実施状況を明らかにすることは、環境影響評
改正 価後の環境配慮の充実に資することから、環境保全措置等の実施状況につい

ての公表等を義務化

条例 【現 行】県の技術指針に基づく事後調査報告書の作成・送付を義務化
改正

【改正案】事後調査報告書の公表を義務化
なお、事後調査を実施しない場合は、準備書及び評価書への理由の
記載を義務化

＊事後調査：事業の工事着手後に当該事業に係る環境影響を把握するために行う調査

（３）風力発電所を対象事業に追加

法 ○ 再生可能エネルギーとして導入が期待される一方、騒音・低周波音や希少
(政令) な鳥類の衝突事故等の環境影響が指摘されていることから、風力発電所の設
改正 置・変更工事の事業を法対象事業に追加（法的関与要件＋規模要件）

・対象規模 第１種 １万kW以上 ／ 第２種 7,500kW以上１万kW未満

条例 【現 行】風力発電所は対象事業外
(規則)
改正 【改正案】条例においても、風力発電所の事業を対象事業に追加（規模要件

のみ）
・対象規模 一般地域 １万kW以上 ／ 特別地域 7,500kW以上

２ 本県独自の検討による条例等の改正（現行条例の見直し）
（４）特別地域の見直し【改正案】

新規 ① 「東郷池水質管理計画に規定する対象地域（東郷池及びその流域）」を特
追加 別地域（事業の種類によって対象とする地域）に追加

範囲 ② 現特別地域の「湖山池及びその流域」について、「湖山池水質管理計画に
明確化 規定する対象地域（湖山池、湖山池流域及び湖山川流域）」とし、範囲と根

拠を明確化

＊特別地域：環境の保全に関して、特に配慮を要する地域

３ 施行日等
（１）平成２５年４月１日施行（予定）
（２）改正後の条例の施行に伴う経過措置を設ける



赤字：変更箇所

調査･予測･評価の実施

公告・縦覧（電子）

事業者の見解

【配慮書】

事業の位置・規
模等の検討段階
において、環境保
全のために配慮
すべき事項の検
討結果（複数案
検討が基本）をま
とめたもの。

【
配
慮
書

】

【方法書】

環境影響評価
（調査、予測、評
価）を行う方法を
まとめたもの。

説明会の開催
意見書

意見書の概要

審査会

意見書

方法書（要約書）の作成

公告・縦覧（電子）【
方
法
書

】

(審査会)

(環境保全措置要求)

許認可等

【
事
後
調
査

】

工事着手の届出

事後調査計画書

工事の着手
事後調査

工事完了の届出

事後調査報告書

【
評
価
書

】

【評価書】

準備書に対する
意見を踏まえて、
必要に応じてそ
の内容を修正し
たもの。

評価書（要約書）の作成

(審査会)

意見書

評価書の補正

公告・縦覧（電子）

配慮要請

対象事業に係る計画策定

【
準
備
書

】

【準備書】

環境影響評価の
結果及び保全対
策などをまとめた
もの。

準備書（要約書）の作成

公告・縦覧（電子）
説明会の開催

意見書
意見書の概要
事業者の見解

審査会

意見書

鳥取県環境影響評価条例の手続の流れ（案）【H250401施行】

配慮書（要約書）の作成

公告・縦覧（電子）
意見書

意見書の概要

審査会

意見書

事業者 知事 市町村長 県民等

確認

許認可権者等
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び
規

模
 

事
業
の
種
類
 

環
境
影
響
評
価

法
 

鳥
取
県
環
境
評

価
条
例

 

第
一
種
事
業
 

第
二
種
事
業
 

一
般
地
域
 

特
別
地
域
 

道
 
路
 

高
速
道
路
 

首
都
高
速
道
路
等
 

一
般
国
道
 

国
道
以
外
の
道
路
 
 

大
規
模
林
道
 

す
べ
て
 

４
車

線
以
上
の
も
の
 

４
車

線
、

10
km
以
上
 

－
 

幅
6.
5m
、

20
km
以
上
 

－
 

－
 

7
.
5k
m以

上
1
0k
m未

満
 

－
 

幅
6.
5m
、

15
km
以
上

20
km
未
満
 

－
 

－
 

 

４
車
線
、

10
km
以
上
 

 

－
 

－
 

４
車
線
、

7.
5ｋ

m以
上
 

又
は
２
車
線
、

15
km
以
上
 

(
農
林
道
も
含
む
) 

河
 
川
 

ダ
ム
、
堰
 

湖
沼
水
位
調
節
施
設
 

放
水
路
 

湛
水
面
積

10
0h
a以

上
 

改
変
面
積

10
0h
a以

上
 

改
変
面
積

10
0h
a以

上
 

7
5
ha
以
上

10
0h
a未

満
 

7
5
ha
以
上

10
0h
a未

満
 

7
5
ha
以
上

10
0h
a未

満
 

湛
水
面
積

10
0h
a以

上
 

改
変
面
積

10
0h
a以

上
 

改
変
面
積

10
0h
a以

上
 

湛
水
面
積

 7
5h
a以

上
 

改
変
面
積

 7
5h
a以

上
 

改
変
面
積

 7
5h
a以

上
 

鉄
 
道
 

新
幹
線
 

在
来
線
 

す
べ
て
 

1
0
km
以
上
 

－
 

7
.
5k
m以

上
1
0k
m未

満
 

－
 

1
0
km
以
上
 

－
 

7
.
5k
m以

上
 

飛
行
場
 

(
滑
走
路
) 

新
設
 

延
長
 

2
5
00
m以

上
 

 
5
00
m以

上
 

1
8
75
m以

上
2
50
0m
未
満
 

3
7
5m
以
上

 5
00
m未

満
 

2
5
00
m以

上
 

5
0
0m
以
上
 

1
8
75
m以

上
 

 
3
75
m以

上
 

発
電
所
 

水
力
 

火
力
 

地
熱
 

原
子
力
 

風
力
 

出
力
 

 3
万

kw
以
上
 

出
力
 

15
万

kw
以
上
 

出
力
 

 1
万

kw
以
上
 

す
べ
て
 

出
力
 

1万
k
w以

上
 

2
.
25
万

kw
以
上

 3
万

kw
未
満
 

1
1
.2
5万

k
w以

上
1
5万

k
w未

満
 

7
5
00
kw
以
上

 1
万

kw
未
満
 

－
 

7
5
00
kw
以
上
 
1万

k
w未

満
 

出
力
 

 3
万

kw
以
上
 

出
力
 

15
万

kw
以
上
 

出
力
 

 1
万

kw
以
上
 

－
 

出
力
 

 1
万

k
w以

上
 

 
2
.2
5万

k
w以

上
 

1
1
.2
5万

k
w以

上
 

 
 
75
00
kw
以
上
 

－
 

7
5
00
kw
以
上
 

廃
棄
物
最
終
処
分
場
 

埋
立

面
積

30
ha
以
上
 

2
5
ha
以
上

 3
0h
a未

満
 

埋
立
面
積

25
ha
以
上
 

埋
立
面
積

18
ha
以
上
 

公
有
水
面
埋
立
及
び
干
拓
 

５
０
ｈ
ａ
超
 

4
0
ha
以
上

 5
0h
a以

下
 

５
０
ｈ
ａ
超
 

４
０
ｈ
ａ
以
上
 

土
地
区
画
整
理
事
業
 
 

  
１

０
０
ｈ
ａ
以
上
 

7
5
ha
以
上

10
0h
a未

満
 

７
５
ｈ
ａ
以
上
 

５
０
ｈ
ａ
以
上
 

新
住
宅
市
街
地
開
発
事
業
 

１
０
０
ｈ
ａ
以
上
 

7
5
ha
以
上

10
0h
a未

満
 

－
 

－
 

工
業
団
地
造
成
事
業
 
 

  
１

０
０
ｈ
ａ
以
上
 

7
5
ha
以
上

10
0h
a未

満
 

７
５
ｈ
ａ
以
上
 

５
０
ｈ
ａ
以
上
 

新
都
市
基
盤
整
備
事
業
 

１
０
０
ｈ
ａ
以
上
 

7
5
ha
以
上

10
0h
a未

満
 

－
 

－
 

流
通
業
務
団
地
造
成
事
業

  
１

０
０
ｈ
ａ
以
上
 

7
5
ha
以
上

10
0h
a未

満
 

７
５
ｈ
ａ
以
上
 

５
０
ｈ
ａ
以
上
 

宅
地
の
造
成
事
業
 
 
 

  
１

０
０
ｈ
ａ
以
上
 

7
5
ha
以
上

10
0h
a未

満
 

７
５
ｈ
ａ
以
上
 

５
０
ｈ
ａ
以
上
 

港
湾
計
画
 

埋
立
等
区
域

30
0h
a以

上
 

－
 

－
 

－
 

廃
棄
物
処
理
施
設
 

ご
み
の
焼
却
 
 

 
1
0
0t
 /
日
以
上
 

7
5
t 
/日

以
上
 

し
尿
処
理
 

 
 

1
0
0k
l/
日
以
上
 

7
5
kl
/日

以
上
 

工
場
の
新
築
、
増
築
 
排
水
 

排
ガ
ス
 

 
 

1
万
m
3  
/日

以
上
 

7
5
00
m3
/日

以
上
 

 
 

4
万
N
m3
/時

以
上
 

3
万
N
m3
/時

以
上
 

ゴ
ル
フ
場
又
は
ス
キ
ー
場
 

 
 

５
０
ｈ
ａ
以
上
 

３
７

.５
ｈ
ａ
以
上
 

レ
ジ
ャ
ー
施
設
 

(
ゴ
ル
フ
場
、
ス
キ
ー
場
を
除
く
) 

 
 

７
５
ｈ
ａ
以
上
 

（
土
地
改
変
区
域
に
限
る
）
 

 
５
０
ｈ
ａ
以
上
 

（
土
地
改
変
区
域
に
限
る
）
 

岩
石
等
採
取
事
業
 

 
 

５
０
ｈ
ａ
以
上
 

３
７

.５
ｈ
ａ
以
上
 

大
規
模
畜
産
団
地
造
成
事
業
 

(
草
地
造
成
を
含
む
) 

 
 

 
７
５
ｈ
ａ
以
上
 

 
５
０
ｈ
ａ
以
上
 

複
合
開
発
事
業
 

 
 

明
文
化
 

明
文
化
 

注
）
一
般
地
域
：
特
別
地
域
以
外
の
地
域
 
／
 
特
別
地
域

：
開
発
に
お
け
る
環
境
の
保
全
に
関
し
て
特
に
配
慮
す
べ
き
地
域
と
し
て
定
め
た
も
の
（
国
立
公
園
等
）
 

法
対
象
事
業
：
「
法
的
関
与
要
件
」
＋
「
規
模
要
件
」

、
 
条
例
対
象
事
業
：
「
規
模
要
件
」
の
み
 
／
 
港
湾
計
画
に
つ
い
て
は
、
港
湾
環
境
ア
セ
ス
メ
ン
ト
の
対
象
と
な
る
 

青
字
箇
所
：
法

（
政
令
）
改
正
、
赤
字
箇
所
：
条

例
（
施
行
規
則
）
改
正
案
 



特
別

地
域

【
改
正
案
】

事
業
の
種
類

す
べ
て
の
事
業
に
共
通
の
地
域

事
業
の
種
類
に
よ
っ
て
対
象
と
す
る
地
域

・
道
路
（
４
車
線
以
上
の
新
設
・
４
車
線
以
上
の

・
自
然
公
園
法
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ

○
・
小
学
校
、
中
学
校
、
高
等
学
校
、
大
学
、
高
等

改
築
）

た
国
立
公
園
又
は
国
定
公
園

専
門
学
校
、
盲
学
校
、
聾
学
校
、
養
護
学
校
、

・
鉄
道
及
び
軌
道

幼
稚
園

・
飛
行
場

・
鳥
取
県
立
自
然
公
園
条
例
の
規
定
に
よ

・
保
育
所

り
指
定
さ
れ
た
特
別
地
域

・
病
院
及
び
患
者
の
収
容
施
設
を
有
す
る
診
療
所

・
上
記
施
設
の
周
囲
１
ｋ
ｍ
の
区
域

・
鳥
取
県
自
然
環
境
保
全
条
例
の
規
定
に

○
第
一
種
低
層
住
居
専
用
地
域
、
第
二
種
低
層
住

よ
り
指
定
さ
れ
た
県
自
然
環
境
保
全
地

居
専
用
地
域
、
第
一
種
中
高
層
住
居
専
用
地
域

域
及
び
第
二
種
中
高
層
住
居
専
用
地
域

・
ダ
ム
、
堰
、
湖
沼
水
位
調
節
施
設
及
び
放
水
路

・
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関

○
中
海
湖
沼
水
質
保
全
指
定
地
域
等
（
※
２
）

・
公
有
水
面
の
埋
立
て
及
び
干
拓

す
る
法
律
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た

○
湖
山
池
流
域
（
※
３
）

・
土
地
区
画
整
理
事
業

特
別
保
護
地
区

○
【
新
】
東
郷
池
流
域
（
※
４
）

・
流
通
業
務
団
地
造
成
事
業

・
工
業
用
地
、
住
宅
用
地
そ
の
他
の
宅
地
の
造
成

・
ハ
マ
ナ
ス
自
生
南
限
地
帯
（
※
１
）

・
発
電
所
（
水
力
・
火
力
・
地
熱
）

○
中
海
湖
沼
水
質
保
全
指
定
地
域
等

・
廃
棄
物
焼
却
施
設
、
し
尿
処
理
施
設
、
廃
棄
物

○
湖
山
池
流
域

最
終
処
分
場

○
【
新
】
東
郷
池
流
域

・
畜
産
団
地
造
成
事
業

○
特
定
水
道
利
水
障
害
の
防
止
の
た
め
の
水
道
水

・
ゴ
ル
フ
場
又
は
ス
キ
ー
場
、
そ
の
他
の
運
動
・

源
水
域
の
保
全
に
関
す
る
特
別
措
置
法
に
規
定

レ
ジ
ャ
ー
施
設

す
る
指
定
水
域
及
び
指
定
地
域
（
※
５
）

・
工
場
等
の
設
置

・
道
路
（
４
車
線
以
上
の
新
設
・
４
車
線
以
上
の

○
な
し

改
築
を
除
く
）

・
【
新
】
発
電
所
（
風
力
）

・
岩
石
等
採
取
事
業

・
条
例
別
表
第
６
号
か
ら
第
１
３
号
ま
で
に
掲
げ

○
併
せ
て
行
う
事
業
の
種
類
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ

る
２
以
上
の
事
業
の
種
類
を
併
せ
て
行
う
事
業

れ
の
事
業
の
対
象
と
す
る
地
域

（
※
１
）
昭
和
５
８
年
文
部
省
告
示
第
９
０
号

■
赤
字
：
改
正
箇
所

（
※
２
）
平
成
元
年
総
理
府
告
示
第
５
号

（
※
３
）
「
湖
山
池
水
質
管
理
計
画
」
の
対
象
地
域

（
※
４
）
「
東
郷
池
水
質
管
理
計
画
」
の
対
象
地
域

（
※
５
）
規
則
で
定
め
る
指
定
水
域
及
び
指
定
地
域
な
し
（
平
成
２
４
年
８
月
末
現
在
）


